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はじめに

本マニュアルは、デジタル庁が運営する「技術カタログ申請機能」を利用して、
技術カタログ情報の作成・申請までの操作手順、および各種ステータスについて解説したものです。

アカウント登録から技術情報の申請提出完了まで、順を追って説明します。
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1. 技術カタログ申請機能へログイン

ᴾᴁץᵄSPJ

Å https://www.regtech-catalog.digital.go.jp/

1.ブラウザで上記URLにアクセス

2.表示されたログイン画面で以下を入力

Åメールアドレス

Åパスワード

3. 「ログイン」ボタンをクリック

Åパスワードを忘れた場合は「パスワードを

忘れた方はこちら」から再設定が可能です。

Åアカウントをお持ちでない方は「アカウント

を持っていない方はこちら」から新規登録へ

進んでください。

本システムでは、アカウント登録時の初期設定として
メール認証が有効（ON） になっています。
そのため、ログイン後に確認コードの入力が求められ、
以下の件名のメールが送信されます。

件名：【技術カタログ運営事務局】ログインの確認
メールに記載された確認コードを入力すると、ログイン
が完了します。

メール認証の設定については、「4-3. メール認証設定」
を参照してください。

https://www.regtech-catalog.digital.go.jp/
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2-1. アカウント登録の開始

ログイン画面より「アカウントを持っていない方は

こちら」のテキストリンクをクリックし、

新規登録画面へ遷移してください。

Åメールアドレス

Åパスワード

Åパスワード（確認）

1.入力項目の内容を確認

2.以下の内容を確認し、各チェックボックスを

ONにする

Å 利用規約

Å プライバシーポリシー

Å 著作権の取り扱い

3.「次へ」ボタンをクリック

4.メール認証画面へ自動的に遷移します

ᴢᴊᵀᵍᴚ ֦ ׆ׇּׄ

設定いただくパスワードは8文字以上64文字以内で、

以下のすべての文字種別を1文字以上含める必要があ

ります。

Å大文字（A〜Z）

Å小文字（a〜z）

Å数字（0〜9）

Å記号（例：!、?、# など）
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2-2. メール認証

ᴲᵍᴼ֩

登録したメールアドレス宛に

以下の件名でメールが届きます。

ᴲᵍᴼ

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕקױףᵄᴙ֩

1.メールに記載された6桁の確認コードを確認

2.画面の入力欄にコードを入力

3.「認証」ボタンをクリック

Åメールが届かない場合は、迷惑メールフォ

ルダに振り分けられている可能性がありま

すので、ご確認ください

Å認証コードは本画面を閉じると無効となり

ますので、ご注意ください。
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2-3. 利用者情報入力

ᴲᵍᴼ ֦

ֳ ֹ֒֔Ӆ

Å法人番号

Å法人名

Å担当部署

Å担当者名（必須）

Å電話番号

Å新規登録は「担当者名」の入力だけでも

行えますが、技術カタログ情報の申請時は全項目

の入力が必要となります

Å登録後も利用者情報は編集可能です

ᵄᴙקױף ֦֟Ԇ֡

新規登録したアカウント情報は、事務局が確認し承認

します。

承認が完了するまで、ログインは可能ですが、申請の

提出はできません。

1.入力項目の内容を確認

2.「登録」ボタンをクリック
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3. ダッシュボード（トップ画面）

ᴾᴁץᵄ ֩ᴙᴔᴨ ֢֪ӄ

ו ֢ ֢ԏֹ֔Ӆ

Å Ԍ ֖ׄ

事務局からの通知や、差戻し理由・承認完了などの情

報が表示されます。

Å ᵌ ֺ

作成中、申請中、差戻し、承認、否認など、申請プ

ロセス全体のステータスが一覧表示されます。また、

事務局に承認された技術情報が承認済み技術情報に表

示されます。

Å ᴾᴁקףᴙ

ᵄᴙקױף ֩

青枠で以下の警告が表示されます。

ӏ ו ֢֔Ӆᴦתᵍᴱ ֪

֢֔Ԏ ו Ӆזԛ֣֪֢ԏֹ֖׆

׆׃֦ ֹ֢ ֒֫ׄԑԌ ֜ԑ֛ԝԆӐ

※申請の作成は可能ですが提出はできません。
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4-1. 利用者情報の確認・変更

֩

ヘッダーの「利用者情報」ボタンを押すと

利用者情報画面へ遷移します。

1.利用者情報確認画面内の

「利用者情報変更」ボタンをクリック

2.必要な項目を変更

3.「更新」ボタンを押すと確認ダイアログが

表示されます

4.「OK」で変更完了
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4-2. パスワード／メールアドレスの変更

ᴢᴊᵀᵍᴚ֩

利用者情報画面内の「パスワード変更」ボタンを

クリックして、パスワード変更画面を表示します。

表示された画面の各項目に必要事項を入力し、

「変更する」ボタンを押してパスワードを変更して

ください。

※パスワードの要件については、

「2-1. アカウント登録の開始」のパスワード要件を

ご参照ください。

ᴲᵍᴼףᴚᴽᴊ֩

利用者情報画面内の「メールアドレス変更」ボタン

をクリックして、メールアドレス変更画面を表示し

ます。表示された画面の各項目に必要事項を入力

し、「変更する」ボタンを押してください。

変更後のメールアドレス宛に認証メールが送付さ

れ、認証が完了するとメールアドレスの変更が反映

されます。
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4-3. メール認証設定

ᴾᴁץᵄ ֦ ᴄᵍᴚ֩ ו ԍ׆ּ

֢ԏֹ֔Ӆ

1.利用者情報画面内の「メール認証設定」を

クリック

2.メール認証設定画面内の「メール認証を

有効にする」をチェックし「変更する」を

クリックするとメール認証機能が有効

3.次回ログイン時より以下のメールが発信さ

れメール内に記載の確認コードの入力が

必要になります

ԝׇ׆ᴲᵍᴼ֩

ᴲᵍᴼ

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕᴾᴁץᵄ֩

ᴲᵍᴼ ֩ ֦֟Ԇ֡

状態：有効（ON）
説明：ログイン時に確認コードの入力が必要。

メールにコードが送信されます。

状態：無効（OFF）
説明：確認コードの入力は不要。
メールアドレスとパスワードのみでログインが可能
です。

※初期設定はON です。
※なりすまし等、不正なログインの防止のため、ON
を推奨しております。
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5-1. 新規申請の開始

ダッシュボードより「新規申請を始める」ボタンをクリック

し、右に記載した新規申請開始画面へ遷移してください。

0.03/0 5

Å 測定・分析のデジタル化を実現する製品・サービス

Å 目視等による施工・経年劣化・安全措置対策状況等確認

のデジタル化を実現する製品・サービス

Å 侵入痕跡・状況異変を検知する見張りのデジタル化を実

現する製品・サービス

Å 広域な利用状況・被害等の把握のデジタル化を実現する

製品・サービス

Å 事業場の管理・業務状況等の確認（実地調査）のデジタ

ル化を実現する製品・サービス

Å 往訪閲覧・縦覧のデジタル化を実現する製品・サービス

Å 講習・試験のデジタル化を実現する製品・サービス
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5-2. 技術情報入力

֩ӏ ֩ ו וӐᴭᴐᵄ׆֔ ֒ӄ ֩ ו ֥֞֡ԑ֛ԝԆӅ

以下は、「測定・分析のデジタル化を実現するための技術」で「技術情報の入力を開始する」ボタンを押下した際の表示例です。

ӏ ֩ ו וӐᴭᴐᵄ׆֔
ᴀᴻᴔᴀ֒ӄ ו
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5-2-1. 技術情報入力画面の構成

֪ӄ1֟ ֢ףᴻש֩ ԝׇ֡Ԇֹ֔Ӆ

ׇׇ֘֙֩ ו ԛ֣֢ӄ׆֔ Ԏᴊᴱᵍᴋ֦ Ԋֹ֔Ӆ

˕ ᴛᴤᴃᵍᴈᴸᵄ

画面左側には、入力する各セクション（法人情報、製品・サービス情報、

製品・サービスの製造業者情報、サイバーセキュリティ、製品・サービス

の導入実績、問合せ先情報など）が一覧で表示されます。

˖ ᴦתᵍᴱ ֩

画面中央には、選択したセクションの入力欄が表示されます。

類型に応じて入力項目が変わり、入力項目数は類型によって変動します。

˗ ᴊᴗᵍᴐᴊ ᴒרᴔᴀ

入力内容は「保存」することが可能です。また、「保存」すると、

自動で入力内容のチェックが行われ、その結果が画面下に表示されます。

˔

入力画面上部には、公募情報が表示されています。

申請内容に不備が生じないよう、掲載内容を確認してから入力を進めてく

ださい。
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5-2-2. 入力ナビゲーション

ᴛᴤᴃᵍᴈᴸᵄ֪ӄ ֦ ԝׇ׆ӏ ֩ Ӑ֢֔Ӆ

ו ֦ ֢ԏ׃׆Ԉӄ Ԏ ֩ᴌᴀᴈᴸᵄ֦ ԓׇׄ֡Ԍׅӄׇׇ֘֙ו ֦

֒֡ ֢ԏֹ֔Ӆ

֥

Å各セクションをクリックすると画面中央に該当入力フォームを表示

Å入力の抜け漏れを確認しやすく、修正箇所へすぐに移動可能

ԝׇ׆ ֥ᴌᴀᴈᴸᵄ

Å法人情報

Å製品・サービス情報

Å製品・サービスの製造業者情報

Åサイバーセキュリティ

Å製品・サービスの導入実績

Å問合せ先情報

※類型により、利用可能なセクションは異なります。

Ԏ Ԉ ֥

Å入力したいセクションを選択

Å不備があるセクションに戻り修正

Å全体の進捗を確認（チェックOK／不備あり）
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5-2-3. 入力フォーム（実際の記入欄）

ᴦתᵍᴱ֪ӄ ֚֒ᴌᴀᴈᴸᵄ֩ ו ֦ Ӆ֢֔ףᴻש׆֔

֦ ֓֡ Ԏ ӄȖׅ֘֩ג ᵌᴆᵍᴤᴊԎ֤֩׃Ԉֽ֥֩ԍȗו ֦ ֥֒Ԏׄ ֢ԏֹ֔Ӆ

֩

Åᴗ׳ᴊᴙ

例：法人名（正式名称）等

Åᴗ׳ᴊᴙשᴻף

例：その他の製造業者情報等

Åᴺᴉװᴭᴐᵄ

例：従業員数 等

Åᴒרᴔᴀᴭᴔᴀᴊ

例：製品・サービスのサポートエリア 等

֩

ÅURL欄やメール欄は形式判定がありますので、誤入力にご注意ください

Å長文項目には文字数上限が設定されている項目があります

Å入力内容は自動保存されません。必ず「保存」ボタンを押してくださ

い
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5-2-4. 入力ステータス（チェック結果）

֦֪ ֩ᴒרᴔᴀ Ԏ ԝׇӄӏ ֦ ׆ּ ԍ֤ԈԍӐו ֢ԏֹ֔Ӆ

ᴒרᴔᴀ֩ᴐץᴰᵄᴁ

Å「保存」ボタン押下時に自動で入力内容チェックが実行されます

また、全角の英数字は自動的に半角に変換されます

Åすべての項目が適切に入力されている場合は「チェックOK」

ÅチェックNGの場合は「不備あり」と表示され、該当箇所が示されます

֥ᴊᴗᵍᴐᴊ

Å新規作成中：入力開始直後の状態

Å編集中：修正のみ行って保存していない状態

ÅチェックOK：申請可能な状態

ÅチェックNG：未入力・形式不備などが存在

▼ 新規作成中の表示 ▼ 編集中の表示 ▼ チェックOKの表示 ▼ チェックNGの表示

「不備あり」と表示された
場合は、不備のある個所を
修正した上で再度「保存」
し、すべてが「チェック
OK」になることを確認して
ください。
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5-2-5. 入力チェックの動作

֩ ׅӄ ᴭᴐᵄ ֦ ᴒרᴔᴀԎ ׅӄ

ԎԄ׆ ᴺᵍᴲᴔᴌᵍᴉԎש֪ ӄԌ֮׃ ᴫץᵄ ᴊᴗᵍᴐᴊ ֦ ԝׇֹ֔Ӆ

ᴺᵍש׆ԑԄ׃

Å Ԏ ֩

設問名の横に【必須】と表示されている項目が未入力の場合、

「◯◯は必須です」というエラーメッセージが表示されます。

Å Ԏ ֣ ׆֥

カタカナや数字など入力形式が指定されている項目に、異なる

形式で入力した場合、「正しい形式で入力してください」という

エラーメッセージが表示されます。

Åӏ֘֩ Ӑו ֚֒ ֦ ֩

選択肢で「その他」を選択した際には、詳細入力欄の入力が必要

です。未入力のまま保存すると、「その他を選択した場合は詳細

を入力してください」というエラーメッセージが表示されます。
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5-3. 申請の提出

ᴒרᴔᴀԎ ֡MI֦ ӄ֣׆֥ ֢ӏ ֩ ӐԎ ֹ֦֥ׅ֔Ӆ

ֹ֢֩

技術情報入力画面で
全項目のチェックを
「OK」にする

入力ステータスに表示
されている「申請画面
に戻る」を押下

申請情報画面を表示し
「申請理由」を入力
※入力画面は次ページ
を参照ください。

「申請の提出」ボタン
が青色にアクティブ化

申請の提出ボタンを押下
※ステータスが申請中に
変更されます

֩ᴊᴗᵍᴐᴊ

Å差戻し：事務局から修正指示があり、再度編集できます（作成中と同じ状態）。

Å承認：承認済みですが、まだテクノロジーマップポータルには「非公開」で掲載待ち。

Å公開：テクノロジーマップポータルに掲載され、一般公開されます。

Å否認：申請が却下された状態です。

※承認されるまでは、申請詳細画面から「申請の削除」が可能です。

▼画面表示
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5-3. 申請の提出（申請詳細画面の補足）

ᴄᴲᵄᴙ

※入力、送信したコメントはコメント履歴に残るとともに、
事務局にも通知されます。



26

4,



27

6-1. 更新申請の開始

1.ダッシュボード／承認済み技術情報の「更新申請を提出す

る製品・サービス名」のテキストリンクをクリックし、

「技術情報詳細」へ遷移

2.「新規改訂申請」ボタンをクリック

3.ダッシュボード／申請情報に以下の区分で申請情報が作成

されます

Å 種別：改訂

Å ステータス：作成中

4.作成された申請情報の「製品・サービス名」のテキストリ

ンクをクリックし、「申請情報詳細」へ遷移

ӏ Ӑ ӄׅ׃ Ԏ ֢ԏֹ֔Ӆ
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6-1. 更新申請の開始

5.「技術情報を編集する」ボタンをクリックし、入力

フォームへ遷移

※以降の手順は「5. 新規申請（5-2-1. 技術情報入力画面の

構成以降）」を参照

ӏ Ӑ ӄׅ׃ Ԏ ֢ԏֹ֔Ӆ
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7-1. 削除申請の開始

1.ダッシュボード／承認済み技術情報の「削除申請を提出

する製品・サービス名」のテキストリンクをクリックし、

「技術情報詳細」へ遷移

2.「新規削除申請」ボタンをクリック

3.ダッシュボード／申請情報に以下の区分で申請情報が

作成されます

Å 種別：削除

Å ステータス：作成中

4.作成された申請情報の「製品・サービス名」のテキスト

リンクをクリックし、「申請情報詳細」へ遷移

ӏ Ӑ ӄׅ׃ Ԏ ֢ԏֹ֔Ӆ
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7-1. 削除申請の開始

5.「申請理由」を入力（「申請の提出」ボタンがアクティブ化）

6.「申請の提出」ボタンをクリックし、削除申請を提出

ӏ Ӑ ӄׅ׃ Ԏ ֢ԏֹ֔Ӆ
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8-1. ステータス一覧

ᴐᴾᴁױ ֢֪ӄ ֩ ֦ ֓֡ӏ ᴊᴗᵍᴐᴊӐ֣ӏ ֺ ᴊᴗᵍᴐᴊӐԎ

ᴑᴔᴈᴶᴭᵍᴚ֦ ԝׇֹ֔Ӆ ᴊᴗᵍᴐᴊ֣ ו ֦ ֹ֒֔Ӆ

ж ᴊᴗᵍᴐᴊ

Å作成中：技術カタログの新規作成または編集中の状態です。保存はされていますが、まだ申請は提出されていません。

※引き続き入力や修正が可能です。

Å申請中：申請を提出し、事務局による書式確認を待っている状態です。

Å差戻し：事務局による書式確認の結果、申請内容に修正が必要と判断された状態です。

差戻し理由に基づき、内容の見直し・修正を行うことができます。

※「作成中」と同様に編集操作が可能です。また、必要に応じて申請の取り下げが可能です。

Å承認：事務局により申請が承認された状態です。

内容は正しく受理されていますが、まだテクノロジーポータルには掲載されていません。

※このステータスは「公開待ち」（後述の承認済み技術情報：非公開）に該当します。

Å否認：提出した申請が事務局により却下された状態です。申請内容が条件を満たしていない場合などに表示されます。

※否認となった申請は編集できず、再度申請する場合は新規申請として作成する必要があります。

ж

Å「ダッシュボード」／「申請情報」／「ステータス」

Å取消：申請を取り下げた状態です。
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8-1. ステータス一覧

ᴐᴾᴁױ ֢֪ӄ ֩ ֦ ֓֡ӏ ᴊᴗᵍᴐᴊӐ֣ӏ ֺ ᴊᴗᵍᴐᴊӐԎ

ᴑᴔᴈᴶᴭᵍᴚ֦ ԝׇֹ֔Ӆ ᴊᴗᵍᴐᴊ֣ ו ֦ ֹ֒֔Ӆ

ж ֺ ֩ᴊᴗᵍᴐᴊ

Å公開：テクノロジーマップポータルに公開され、一般に閲覧可能になっている状態です。公開作業は事務局にて行われます。

Å非公開：承認されているものの、まだテクノロジーポータルには掲載されていない「公開待ち」の状態、または非掲載申請が承認

された状態です。

※システム上では承認済みとなっている申請においても「非公開」の場合、外部への公開はされていません。

ж

Å「ダッシュボード」／「承認済み技術情報」／「公開／非公開」
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8-2. 通知メール一覧

ᴐᴾᴁױ ֢֪ӄקױףᵄᴙ ֿ ֦ ֓֡ӄ ֩ᴲᵍᴼԎ ԝׇֹ֔Ӆ

ᴲᵍᴼ֩ ֣ӄᴲᵍᴼ֩ ֪ ֩ ׅ֢֔Ӆ

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕקױףᵄᴙ֩

概要：アカウント登録とメールアドレス変更時に送付される確認メールです。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ᴷᵍᴇᵍ ֩Ԝ

概要：アカウントの登録が完了した際に送付されるメールです。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕᴾᴁץᵄ֩

概要：メール認証設定（ON）の場合に、ログイン時の確認として送付されるメールです。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֩Ԝ

概要：利用者情報のいずれかを変更した際に送付されるメールです。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֩Ԝ

概要：新規申請を提出した際に送付される通知メールです。ダッシュボード内のお知らせにも同内容が表示されます。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֒֩Ԝ

概要：新規申請が差し戻された際に送付されるメールです。差戻し理由はダッシュボード内のお知らせにも表示されます。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֩Ԝ

概要：新規申請が事務局により承認された際に送付されるメールです。ダッシュボード内のお知らせにも表示されます。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕᴄᴲᵄᴙ ֩Ԝ

概要：申請に対しコメントが投稿された際に送付されるメールです。ダッシュボード内のお知らせにも表示されます。
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8-2. 通知メール一覧

ᴐᴾᴁױ ֢֪ӄקױףᵄᴙ ֿ ֦ ֓֡ӄ ֩ᴲᵍᴼԎ ԝׇֹ֔Ӆ

ᴲᵍᴼ֩ ֣ӄᴲᵍᴼ֩ ֪ ֩ ׅ֢֔Ӆ

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֩Ԝ

概要：改訂申請を提出した際に送付される通知メールです。ダッシュボード内のお知らせにも同内容が表示されます。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֒֩Ԝ

概要：改訂申請が差し戻された際に送付されるメールです。差戻し理由はダッシュボード内のお知らせにも表示されます。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֩Ԝ

概要：改訂申請が事務局により承認された際に送付されるメールです。ダッシュボード内のお知らせにも表示されます。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֩Ԝ

概要：削除申請を提出した際に送付される通知メールです。ダッシュボード内のお知らせにも同内容が表示されます。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֒֩Ԝ

概要：削除申請が差し戻された際に送付されるメールです。差戻し理由はダッシュボード内のお知らせにも表示されます。

ӓ ᴐᴾᴁױ Ӕ ֩Ԝ

概要：削除申請が事務局により承認された際に送付されるメールです。ダッシュボード内のお知らせにも表示されます。
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Ԍ Ԇ ֖ג
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お問い合わせ

֩ ֿ ֦ Ԝ׆֔ ԎԄֹׅ֚֒ׄӄ ֹ֢ᴲᵍᴼ֦֡Ԍ Ԇ ԑ֛ԝԆӅ֖ג

技術カタログ運営事務局

株式会社博報堂（再委託先：株式会社フォーク）

Mail： info＠regtech.digital.go.jp

受付時間：10:00〜17:00（※土日祝日・年末年始を除く）
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